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総合計画とは「こんなまちにしていこう！」というまちづくりの目標を掲げ、その実現に向けて必要な取
組内容を盛り込み、みんなで力を合わせて高浜市をつくっていくための「まちづくりの設計図」。
平成23年度からスタートした「第６次高浜市総合計画」を前期・中期・後期にわけて進めるなか、平成

29年度が中期基本計画の最終年度にあたることから、社会状況や市の現状をふまえ、新たな課題に対応し
た市政運営を進めていくため、市民・地域・事業者・関係機関・行政が協働して取り組むまちづくりの目
標・めざすべき姿・目標達成に向けての取組みの方向性などをまとめた「後期基本計画」（計画期間：平成
30～33年度）の策定を進めてきました。
策定にあたっては、諮問機関である「高浜市総合計画審議会」のほか、「たかはま未来カフェ」の開催な

ど、市民の皆さんとの対話を積み重ねてきました。
そして、１月23日・24日に開催された「平成30年第１回臨時会」において「後期基本計画」が可決さ

れました。みんなで力を合わせ、「いつまでも住み続けたい」と思える高浜市をつくっていきましょう！

◆計画内容や策定経緯を詳しく知りたいという方は・・・
高浜市公式ホームページ　
http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/seisaku をご覧ください。

◆希望者には、４月以降に「後期基本計画」冊子を配布します。
配布場所：□市総合政策グループ（２階29番窓口）※無料

～「思いやり　支え合い　手と手をつなぐ　大家族たかはま」の実現をめざして～

第６次高浜市総合計画
「後期基本計画」が４月からスタート！

問合せ先　□市総合政策グループ　☎52－1111（内線365）

高浜市をこんなまちにしていきます！
後期基本計画の概要を紹介します！
後期基本計画では４つの基本目標のもとに、11項目の個別目標を掲げています。

目標と目標達成に向けての考え方について紹介します。

基本目標Ⅰ　みんなで考え　みんなで汗かき　みんなのまちを創ろう

（２）
将来を見据えた健全な財政運
営を行います

目標

（１）
まちへの想いを育み、
いつまでも住み続けたいと思
えるまちをつくります

目標達成に向けての考え方

「いつまでも住み続けたい！」と思える高浜市を未来へとつないでいく
ために、まちの目指す姿を共有し、市民・地域・行政がそれぞれの力を
高め、みんなで連携・協力できる「つながるまちづくり」を進めていき
ます。

今後の財政見通しでは、公共施設の老朽化に係る財政負担、少子高齢化
の進展に伴う社会保障関連経費の増加が見込まれ、市の財政運営に大き
な影響を及ぼすことが予想されます。そこで、財政運営に関する情報等
を市民と共有するとともに、“入るを量りて、出ずるを制す”の考え方に
も留意し、歳入・歳出の両面から財政基盤の強化に取り組むことが欠か
せません。
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基本目標Ⅱ　学び合い　力を合わせて　豊かな未来を育もう

基本目標Ⅲ　明日を生み出すエネルギー　やる気を活かせるまちをつくろう

基本目標Ⅳ　いつも笑顔で健やかに　つながり100倍ひろげよう

（４）
学校・家庭・地域が連携を
深め、12年間の学びや育
ちをつなげます

（５）
子育ち・子育てを支える環
境を整えます

（３）
学び・文化・スポーツの輪
を広げ、まちのチカラを育
みます

目標

行政、地域、保護者の職場となる企業なども積極的に関わり、子どもが
健やかに遊び、成長し、また、保護者が安心して子どもを産み育てるこ
とができるよう、子育ち・子育てを総合的に支援する環境を整えていき
ます。

目標達成に向けての考え方

学び・文化・スポーツは、人づくりやまちづくりの土台となるもので
す。市民・地域・関係機関・事業者と連携し、学びなどを通して市民同
士が個々の力を高め合うとともに、つながりを深めながら「高浜市が好
き」「誰かのために役立ちたい」「住んでいるまちをよりよくしたい」
といったまちづくりの原動力を育んでいきます。

学校、家庭、地域が「子どもの学びや育ちをつなげる」という意識をも
ち、力を合わせます。

（８）
自然と都市機能が調和した
都市空間をつくります

（７）
みんなでまちをきれいにし
ます

（６）
産業を活性化して、まちを
元気にします

目標

（９）
安全・安心が実感できるま
ちづくりを進めます

産業は、まちに活力を生み出し、市民の働く場の確保や所得を得て、消
費の場となるなど、安定した市民生活を支える基盤です。優良農地の保
全をしつつ、地場産業の振興、企業誘致の促進、企業や事業者の新たな
取組みや意欲・挑戦を応援していきます。

近い将来に発生が予測される大震災に加え、集中豪雨・台風・火災など
の災害、身近に起きる犯罪・交通事故から生命を守り、被害を最小限に
食い止めるため、市民・地域・事業者・関係機関・行政がそれぞれの役
割を果たし連携を図る中で、安全・安心に暮らせる環境を築いていきま
す。

目標達成に向けての考え方

住みやすい快適な都市空間をつくるため、道路やライフライン等につい
て、予防保全型の計画的な維持管理や長寿命化を図るとともに、公園・
緑地といった地域資源を地域とともに守り、まちの魅力を高めていきま
す。

人類の共有財産である地球環境を守るため、一人ひとりが地球環境に対
する意識を高め、地域・学校・事業者・関係機関と協力して環境に配慮
した取組みを実践し、環境の負荷が少ない、快適できれいなまちを次世
代に引き継ぎます。

目標

（11）
一人ひとりの元気と健康づ
くりを応援します

（10）
一人ひとりを認め合い、そ
の人らしく暮らせるまちづ
くりを進めます

目標達成に向けての考え方

健やかで心豊かに生活するためには、健康であることが大切です。一人
ひとりが健康づくり活動に取り組むことができるよう、地域全体で健康
寿命を延ばしていくための環境づくりを進めます。

市民が抱える課題や福祉ニーズは、年々複雑化・多様化しています。家
族、近所、町内会、まちづくり協議会などの地域のネットワークや事業
者、関係機関などが協力して、誰もが住み慣れた地域で、その人らし
く、安心して生活できる環境を築いていきます。


